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民
法
四
一
三
条
と
買
主
の
引
取
遅
滞
制
度
と
の
関
係
（
二
・
完
）

　
　
1
買
主
の
引
取
遅
滞
に
関
す
る
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
の
比
較
か
ら
ー

斗ヒ

居

功

民法四一三条と買主の引取遅滞制度との関係（二・完）

『
　
序

二
　
買
主
の
引
取
義
務

ー
　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
引
取
」
概
念

2
　
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
引
取
」
概
念

　
3
　
「
引
取
」
概
念
の
比
較
…
：

三
　
民
法
四
一
三
条
の
意
義

　1

　
引
取
遅
滞
制
度
と
し
て
の
民
法
四
一
三
条

　2

　
四
一
三
条
に
よ
る
危
険
の
移
転
効
果

四
結
び
…
：

（
七
十
巻
七
号
）

（
以
L
本
号
）

　
　
　
　
　
　
　
三
　
民
法
四
一
三
条
の
意
義

1
　
引
取
遅
滞
制
度
と
し
て
の
民
法
四
＝
二
条

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
民
法
典
四
＝
二
条
に
つ
い
て
は
、

従
来
よ
り
そ
れ
を
ド
イ
ツ
法
の
受
領
遅
滞
制
度
と
同
様
の
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（
1
）

債
務
者
の
責
任
軽
減
制
度
と
把
握
す
る
立
場
（
法
定
責
任
説
）
と
、
引
取
遅
滞
制
度
の
ご
と
き
債
務
者
の
解
放
の
利
益
を
も
確
保
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
う
と
す
る
見
解
（
債
務
不
履
行
責
任
説
）
が
対
立
し
て
い
る
。
遠
田
教
授
の
提
唱
さ
れ
た
「
受
領
」
と
「
引
取
」
概
念
の
峻
別
に

基
づ
く
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
も
四
二
二
条
は
受
領
遅
滞
制
度
と
解
釈
し
、
そ
の
上
で
信
義
則
に
基
づ
く
引
取
義
務
を
認
め
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
た
め
、
四
一
三
条
自
体
に
つ
い
て
は
法
定
責
任
説
と
同
様
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
解
釈
論
の
錯
綜
の
原
因
は
、
四
一
三
条
の
制
定
過
程
に
お
け
る
こ
の
規
定
の
立
法
趣
旨
の
理
解
の
対
立
に
由
来
す
る
が
、

そ
こ
で
の
最
大
の
問
題
は
、
起
草
者
の
趣
旨
説
明
と
し
て
、
売
買
に
お
け
る
引
取
義
務
の
拡
大
趣
旨
と
要
件
と
し
て
の
過
失
の
排
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
理
論
的
に
整
合
し
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
前
者
の
起
草
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
四
一
三
条
は
義
務
違
反
制
度
と
し

て
理
解
さ
れ
よ
う
が
、
後
者
の
起
草
趣
旨
と
ド
イ
ツ
法
の
学
説
継
受
の
結
合
は
ド
イ
ツ
法
の
受
領
遅
滞
制
度
と
同
様
の
制
度
と
し
て

の
四
二
二
条
の
理
解
に
繋
が
っ
て
き
た
と
評
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
受
領
遅
滞
制
度
と
し
て
起
草
さ
れ
た
弁
済
の

提
供
制
度
の
存
在
を
も
併
せ
て
考
慮
す
る
な
ら
、
直
ち
に
法
定
責
任
説
の
よ
う
な
帰
結
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
か
は
今
一
度
検
討
を
要

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
四
九
二
条
の
制
定
に
際
し
て
、
起
草
者
は
提
供
時
に
危
険
が
債
権
者
に
移
転
す
る
よ
う
に
旧
法
を
改
定
し
た
旨
を
説
明
す
る
。
こ

の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
提
供
時
に
既
に
危
険
が
移
転
す
る
以
上
、
受
領
遅
滞
に
よ
っ
て
改
め
て
危
険
が
移
転
す
る
こ
と
を
認
め
る
必

要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
起
草
者
は
四
九
二
条
に
加
え
て
、
さ
ら
に
四
コ
ニ
条
を
設
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
引
取
義
務
の
拡
張
趣
旨
が
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
債
務
者
の
責

任
軽
減
制
度
と
し
て
の
受
領
遅
滞
制
度
が
四
九
二
条
に
体
現
さ
れ
る
一
方
で
、
債
務
者
の
債
務
解
放
制
度
と
し
て
の
引
取
遅
滞
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
四
＝
二
条
に
規
定
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
債
権
者
は
受
領
義
務
を
一
般
的
に
負
う
の
か
、
と
い
う
議
論
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

起
草
趣
旨
か
ら
は
、
四
二
二
条
が
債
権
者
一
般
の
受
領
義
務
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
こ
と
は
全
く
看
取
さ
れ
な
い
し
、
理
論
的
に
も
、

62



民法四一三条と買主の引取遅滞制度との関係（二・完）

原
則
と
し
て
債
権
者
が
権
利
と
し
て
の
受
領
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
起
点
と
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
権
限
が
義
務
に
転
化
す
る
こ
と

ま
で
認
め
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
四
二
二
条
に
立
法
者
が
典
型
的
に
仮
託
し
た
の
は
物
の
保
管
か
ら
解
放
さ
れ
る
債

務
者
の
利
益
保
護
な
の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
で
債
務
者
の
解
放
の
利
益
を
四
一
三
条
で
保
護
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
四
一
三
条
が
定
め
る
の
は
、
ま
さ
に
物
の
有
体
的
持
ち
去
り
で
あ
る
「
引
取
」
に
つ
い
て
の
債
権
者
の
義
務
と
解
釈
す
べ
き

　
　
（
7
）

で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
「
引
取
」
概
念
を
ド
イ
ツ
法
の
ご
と
く
目
的
物
の
有
体
的
持
ち
去
り
に
限
定
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
フ
ラ
ン
ス
法
の
よ

う
に
引
渡
を
実
現
す
べ
き
買
主
の
協
力
義
務
一
般
に
ま
で
拡
張
で
き
る
か
は
一
考
を
要
す
る
。
四
二
二
条
は
引
取
（
受
領
）
遅
滞
の

効
果
発
生
を
提
供
時
に
関
連
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
、
債
務
者
が
有
効
な
提
供
を
為
し
う
る
こ
と
が
四
一
三
条
の
遅
滞
責
任
の
発
生

の
前
提
で
あ
る
。
持
参
債
務
の
場
合
の
よ
う
に
債
務
者
が
現
実
の
提
供
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
（
四
九
三
条
本
文
）
に
は
四
コ
ニ

条
の
効
果
発
生
が
問
題
と
な
る
の
は
債
権
者
が
提
供
さ
れ
た
目
的
物
の
有
体
的
持
ち
去
り
を
拒
否
す
る
と
き
で
あ
る
か
ら
、
「
引
取
」

の
内
容
も
有
体
的
持
ち
去
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
取
立
債
務
の
場
合
の
よ
う
な
債
権
者
の
「
協
力
」
が
必

要
な
場
合
に
は
債
務
者
は
口
頭
の
提
供
で
足
り
る
（
四
九
三
条
但
書
）
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
四
一
三
条
の
効
果
発
生
が
問
題
と

な
り
う
る
の
は
債
権
者
が
有
体
的
持
ち
去
り
を
拒
否
す
る
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
債
権
者
が
必
要
な
「
協
力
」
行
為
を
拒
否
す
る
と

き
も
含
ま
れ
う
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
結
局
、
「
引
取
」
に
は
目
的
物
の
有
体
的
持
ち
去
り
と
四
九
三
条
但
書
に
定
め
ら
れ
た
債
権

者
の
「
協
力
」
行
為
も
含
ま
れ
う
る
と
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
一
般
的
に
、
「
引
取
」
の
定
義
は
目
的
物
の
有
体
的

持
ち
去
り
お
よ
び
そ
の
他
引
渡
を
実
現
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る
債
権
者
の
協
力
行
為
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス

法
の
「
引
取
」
概
念
と
同
様
の
定
義
と
な
ろ
う
。
確
か
に
、
ド
イ
ツ
法
は
買
主
の
協
力
義
務
と
「
引
取
」
義
務
と
を
明
確
に
峻
別
し

て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
引
取
請
求
権
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
我
が
国
の
法
体
系
に
お
い
て
債
務
者
の
引
取
請
求
権
を
認

め
る
必
要
が
な
け
れ
ば
、
あ
え
て
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
目
的
物
の
有
体
的
持
ち
去
り
と
し
て
の
「
引
取
」
と
そ
の
他
の
債
権
者
の
協
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力
義
務
と
を
峻
別
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
四
二
二
条
に
定
め
ら
れ
た
引
取
義
務
を
債
権
者
が
遵
守
し
な
い
場
合
の
効
果
は
何
か
。
ド
イ
ツ
法
で
は
そ
れ
は
債
務
者
で

あ
る
売
主
の
引
取
請
求
権
と
そ
の
強
制
執
行
に
よ
る
実
現
が
主
眼
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
際
的
な
効
用
は
、
引
取
請
求

権
の
強
制
執
行
に
よ
る
第
三
者
供
託
の
実
施
で
あ
り
、
供
託
制
度
が
限
定
的
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
ド
イ
ツ
法
に
固
有
の
効
果

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
が
国
の
供
託
制
度
は
目
的
物
に
制
限
を
加
え
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
自
助
売
却

を
も
認
め
た
広
範
な
制
度
を
規
定
し
て
い
る
た
め
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
よ
う
な
引
取
請
求
権
の
必
要
性
は
一
般
的
に
は
存
在
し
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
の
点
で
は
広
範
な
供
託
制
度
を
認
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
の
基
礎
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

四
一
三
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
債
務
者
の
解
放
の
利
益
は
、
も
っ
ぱ
ら
契
約
の
解
除
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
お
一
考
を
要
す
る
の
は
不
動
産
売
買
の
場
合
で
あ
る
。
不
動
産
買
主
が
登
記
移
転
に
協
力
し
な
い
場
合
に
売
主
に
は
登

記
引
取
請
求
権
が
認
め
ら
れ
得
る
の
か
が
間
題
と
な
り
う
る
が
、
今
日
、
こ
う
し
た
売
主
の
登
記
引
取
請
求
権
が
実
体
法
上
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
る
こ
と
に
「
異
論
は
な
い
」
状
況
で
あ
る
。
不
動
産
供
託
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
売
主
は
不
動
産
の
占
有
か
ら

解
放
さ
れ
、
残
る
問
題
は
買
主
へ
の
登
記
の
移
転
間
題
と
な
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
所
有
権
自
体
が
何
時
買
主
に
移
転
す
る
の
か

と
い
う
間
題
が
あ
る
が
、
仮
に
一
七
六
条
に
基
づ
い
て
契
約
締
結
時
に
直
ち
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
す
れ
ば
残
る
の
は
直
接
占
有

の
移
転
と
登
記
名
義
の
移
転
問
題
の
み
と
な
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
所
有
権
が
引
渡
・
登
記
な
い
し
は
代
金
支
払
時
ま
で
は
売

主
の
元
に
と
ど
ま
る
と
の
構
成
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ド
イ
ッ
法
の
ご
と
く
所
有
権
移
転
自
体
へ
の
協
力
も
「
引
取
」
の
内
容
と
し
て

間
題
と
な
り
う
る
が
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
常
に
所
有
権
移
転
と
登
記
移
転
が
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
売
主
が

移
転
登
記
に
協
力
し
な
い
場
合
に
は
既
に
所
有
権
が
買
主
に
移
転
し
て
い
て
も
買
主
の
所
有
権
に
基
づ
く
引
渡
請
求
権
で
は
な
く
契

約
か
ら
生
じ
る
債
権
的
な
引
渡
請
求
権
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
る
な
ら
、
買
主
が
移
転
登
記
に
協
力
し
な
い
場
合
で
も
所
有
権
に
基
づ

く
売
主
の
登
記
引
取
請
求
権
で
は
な
く
、
債
権
的
な
登
記
引
取
請
求
権
が
ま
ず
論
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
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不
動
産
売
買
に
お
い
て
は
買
主
の
引
取
義
務
に
対
応
す
る
売
主
の
登
記
引
取
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
必

　
　
　
　
（
1
0
）

要
と
も
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
不
動
産
売
買
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
よ
う
に
「
引
取
」
の
内

容
を
広
く
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
寧
ろ
ド
イ
ツ
法
と
同
様
に
「
引
取
」
概
念
を
登
記
移
転
へ
の
協
力
あ
る
い
は
所
有
権

移
転
へ
の
協
力
を
も
含
む
も
の
と
し
て
限
定
的
に
把
握
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
他
の
債
権
者
の
協
力
義
務
は
引
取
義
務
と
は
別
個
に

観
念
す
る
構
成
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
不
動
産
売
買
に
お
け
る
例
外
も
考
慮
す
る
と
、
動
産
の
場
合
に
も
「
有
体
的

持
ち
去
り
」
と
し
て
の
「
引
取
」
義
務
と
そ
の
他
の
債
権
者
の
協
力
義
務
を
分
離
し
て
観
念
し
、
「
引
取
」
概
念
の
内
容
を
限
定
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
（
1
2
）

に
把
握
す
る
の
が
理
論
的
に
は
整
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
各
種
協
力
義
務
の
違
反
に
基
づ
く
責
任
は
四
二
二
条
に

含
ま
れ
う
る
問
題
で
あ
り
、
ど
の
義
務
の
違
反
で
あ
っ
て
も
原
則
と
し
て
四
二
二
条
が
債
務
者
の
契
約
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
す
解

除
に
向
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
と
解
釈
す
る
な
ら
、
結
局
、
我
が
国
の
民
法
四
二
二
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
売
主
の
利
益
は
、
物

自
体
か
ら
の
解
放
の
利
益
と
と
も
に
、
物
の
価
値
の
下
落
に
よ
る
不
利
益
か
ら
の
回
避
の
趣
旨
が
強
調
さ
れ
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

2
　
四
一
三
条
に
よ
る
危
険
の
移
転
効
果

　
起
草
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
四
九
二
条
に
よ
る
債
権
者
へ
の
危
険
移
転
が
認
め
ら
れ
、
他
方
で
四
二
二
条
に
よ
っ
て
も
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

険
移
転
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
受
領
遅
滞
制
度
と
し
て
の
四
九
二
条
に
こ
う
し
た
効
果
が
付
与
さ
れ
る
と
同

時
に
、
引
取
遅
滞
制
度
と
し
て
の
四
二
二
条
に
も
ま
た
同
様
の
効
果
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
危
険
移
転
効
果
は
、

四
九
二
条
と
四
二
二
条
に
共
通
の
効
果
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
四
一
三
条
と
四
九
二
条
の
関
係
の
理
解
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
持
参
債
務
の
場
合
に
は
、

現
実
の
提
供
時
と
債
権
者
の
受
領
拒
絶
時
が
時
的
に
表
裏
一
体
と
な
る
た
め
問
題
は
な
い
が
、
取
立
債
務
に
お
い
て
、
債
務
者
が
口
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頭
の
提
供
を
し
た
後
債
権
者
が
受
領
を
拒
絶
す
る
ま
で
時
間
の
経
過
が
あ
り
う
る
た
め
、
口
頭
の
提
供
に
よ
っ
て
危
険
移
転
を
認
め

る
の
と
受
領
遅
滞
に
よ
っ
て
危
険
移
転
を
認
め
る
の
と
で
は
危
険
移
転
時
期
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
危
険
負
担

に
お
け
る
債
権
者
主
義
が
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る
今
日
の
解
釈
で
は
、
債
権
者
の
支
配
が
目
的
物
に
及
ぶ
時
か
ら
対
価
危
険
が
債
権

者
に
移
転
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
口
頭
の
提
供
時
の
危
険
移
転
効
果
の
発
生
は
早
す
ぎ
る
効
果
発
生
時
期
と
な
る
。
同
様

の
考
慮
は
、
注
意
義
務
の
軽
減
や
増
加
費
用
の
賠
償
の
効
果
に
も
当
て
は
ま
る
た
め
、
一
般
的
に
、
提
供
の
効
果
は
き
わ
め
て
限
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
反
対
に
、
四
二
二
条
に
債
務
者
の
責
任
軽
減
制
度
と
し
て
の
受
領
遅
滞
の
効
果
が
仮
託

さ
れ
る
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
か
ら
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
四
九
二
条
が
担
う
受
領
遅
滞
制
度
と
し
て
の
役
割
は
極
限
ま
で
限
定
さ
れ
、
そ
れ
に
併
せ
て
、
四
二
二
条
の

受
領
遅
滞
制
度
と
し
て
の
役
割
が
重
視
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
四
二
二
条
の
引
取
遅
滞
制
度
と
し
て

の
機
能
ま
で
否
定
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
り
、
引
取
義
務
を
定
め
た
規
定
と
し
て
の
四
二
二
条
の
解
釈
論
は
な
お
維
持
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
で
は
、
受
領
遅
滞
の
い
わ
ば
本
質
的
効
果
で
あ
る
債
務
者
の
責
任
軽
減
効
果
、
と
り
わ
け
危
険
の
移
転
効
果
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
法
定
責
任
説
お
よ
び
折
衷
説
は
、
債
権
者
の
受
領
拒
絶
の
理
由
如
何
を
問
わ
ず
に
債
権
者
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

危
険
移
転
効
果
を
四
一
三
条
ま
た
は
五
三
六
条
二
項
に
よ
っ
て
認
め
る
の
に
対
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
説
も
同
様
に
四
二
二
条
ま

た
は
五
三
六
条
二
項
に
基
づ
い
て
危
険
移
転
効
果
を
認
め
る
も
の
の
、
一
般
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
必
要
と
す
る
点
で
差
異
が
あ

（
1
6
）る

。
間
題
点
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
危
険
移
転
効
果
が
生
じ
る
に
は
債
権
者
側
の
帰
責
性
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
、
今
一
つ

は
、
そ
う
し
た
危
険
移
転
効
果
を
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
債
権
者
が
受
領
な
い
し
引
取
に
応
じ
な
い
場
合
に
債
権
者
へ
の
対
価
危
険
の
移
転
が
生
じ
る
の
か
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
一
般
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
契
約
締
結
時
に
既
に
所
有
権
と
と
も
に
危
険
も
債
権
者
に
移
転
す
る
の
が
原
則
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で
あ
る
か
ら
（
三
三
八
条
）
、
債
権
者
の
受
領
遅
滞
の
際
の
対
価
危
険
の
移
転
問
題
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
で
は
引
渡
ま
で
原
則
と
し
て
債
務
者
が
危
険
を
負
担
す
る
た
め
（
三
二
三
条
・
四
四
六
条
）
こ
の
問
題
は
重

要
で
あ
り
、
事
実
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
受
領
遅
滞
に
よ
る
債
権
者
へ
の
危
険
の
移
転
を
明
文
で
規
定
す
る
（
三
二
四
条
二
項
）
。

　
ド
イ
ツ
民
法
典
三
二
四
条

　
　
双
務
契
約
の
当
事
者
の
一
方
は
、
自
己
の
負
担
す
る
給
付
が
相
手
方
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
不
能
と
な
る
と
き
は
、
反
対
給
付

　
請
求
権
を
失
わ
な
い
。
た
だ
し
、
自
己
の
給
付
を
免
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
免
れ
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
自
己
の
労
働
力
を
用
い
る
こ

　
と
に
よ
っ
て
取
得
し
若
し
く
は
悪
意
で
取
得
し
な
か
っ
た
も
の
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
当
事
者
の
一
方
が
負
担
す
る
給
付
が
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
、
相
手
方
が
受
領
遅
滞
に
あ
る
当
時
に
不
能
と
な

　
る
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
債
権
者
が
受
領
遅
滞
に
陥
る
場
合
に
は
対
価
危
険
は
債
権
者
が
負
担
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か

も
、
二
九
三
条
以
下
に
よ
っ
て
債
権
者
の
帰
責
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
債
権
者
は
受
領
遅
滞
に
陥
る
た
め
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て

は
、
債
権
者
が
受
領
し
な
い
事
実
が
あ
れ
ば
直
ち
に
危
険
は
債
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
危
険
移
転
原
理
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
は
何
か
。
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
に
際
し
て
債
務
法
の
部
分
草
案
を
担
当
し
た
フ
ォ
ン

・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
「
責
任
の
不
履
行
の
効
果
」
草
案
三
三
条
に
債
権
者
遅
滞
に
よ
る
注
意
義
務
の
軽
減
（
一
項
）
と
危
険
の
移
転

効
果
（
二
項
）
を
定
め
た
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「
履
行
の
試
み
が
、
仮
に
履
行
に
至
っ
て
い
た
な
ら
存
在
し
た
は
ず
の
法
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
発
生
さ
せ
る
」
と
の
基
本
思
考
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
こ
の
二
項
が
双
務
契
約
に
お
け
る
危
険
移
転
効
果
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
が
明
確
化
さ
れ
、
債
務
法
の
体
系
が
整
理
さ
れ
る
過
程
で
双
務
契
約
に
お
け
る
債
権
者
側
の
帰
責
事
由
に
基
づ
く
危
険
負
担
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
結
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
第
一
草
案
三
六
八
条
二
項
に
纏
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
に
関
し
て
、
帝
国
司
法
省
の
準
備
委
員
会

は
、
こ
の
規
定
が
受
領
遅
滞
後
に
債
務
者
の
責
め
に
帰
さ
れ
な
い
事
情
に
由
来
す
る
不
能
の
場
合
に
関
係
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る

67



法学研究70巻8号（’97：8）

た
め
に
、
債
権
者
の
帰
責
事
由
に
基
づ
く
不
能
の
場
合
と
規
定
を
分
割
す
べ
き
こ
と
を
決
議
し
、
そ
の
判
断
が
第
二
委
員
会
に
も
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

持
さ
れ
て
、
現
行
の
三
二
四
条
二
項
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
部
分
草
案
に
お
い
て
、
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
が
提
案
し
て
い
た
債
権
者
遅
滞
の
制
度
は
、
コ
ー
ラ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
な
債
権

者
の
権
利
不
行
使
の
事
実
の
み
を
要
件
と
す
る
制
度
で
は
な
く
、
債
権
者
の
不
受
領
が
「
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
」
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

に
は
受
領
遅
滞
が
発
生
し
な
い
と
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
委
員
会
は
部
分
草
案
に
定
め
ら
れ
た
債
権
者
の
免
責
原
因

の
許
容
性
を
排
斥
し
た
。
理
論
的
な
観
点
か
ら
は
、
一
方
で
債
務
者
が
給
付
に
必
要
な
全
て
の
こ
と
を
行
っ
た
な
ら
そ
の
限
り
で
解

放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
債
権
者
側
の
受
領
拒
絶
の
事
情
如
何
を
考
慮
す
る
こ
と
は
そ
の
限
り
で
債
権
者
を
優
遇
す
る
に
至
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
受
領
遅
滞
に
よ
っ
て
債
務
者
の
拘
束
に
は
何
ら
の
修
正
も
生
じ
得
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
法

律
が
そ
れ
を
緩
和
さ
せ
る
と
す
れ
ば
債
務
者
を
優
遇
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
に
、
そ
の
限
り
で
は
債
権
者
側
の
事
情
も
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
反
論
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
理
論
的
な
観
点
か
ら
は
こ
の
問
題
に
は
決
着
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
的
な
観
点
か
ら
、
債
務
者
に
は
債
権
者
の
受
領
拒
否
の
場
合
に
供
託
が
認
め
ら
れ
る
が
、
供
託
原
因
に
は
債
権
者
側
の
事

情
は
関
係
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
供
託
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
領
遅
滞
を
排
斥
す
る
の
は
矛
盾
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
受
領
遅
滞
に
債
権
者
側
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
は
新
た
な
紛
争
の
種
と
な
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
見
解
は
債
権
者
に

受
領
の
義
務
を
認
め
る
と
い
う
不
当
な
結
論
へ
と
至
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
多
数
派
は
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
債
権
者
の
不
受
領
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

事
実
の
み
で
受
領
遅
滞
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
が
現
行
の
ド
イ
ツ
民
法
二
九
三
条
以
下
の
受
領
遅
滞
制

度
に
結
実
す
る
。
従
っ
て
、
価
値
判
断
は
、
受
領
遅
滞
の
要
件
の
広
狭
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
て
は
い
た
が
、
効
果
に
関
し
て
は
第

一
委
員
会
も
、
三
二
四
条
一
項
を
「
債
務
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
給
付
が
履
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
の
考
慮
に
基
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

て
基
礎
付
け
、
こ
の
考
慮
を
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
効
果
に
も
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

　
我
が
国
の
民
法
で
も
、
四
九
二
条
に
提
供
の
効
果
を
定
め
る
こ
と
で
債
務
者
が
給
付
に
必
要
な
事
柄
を
為
し
終
え
れ
ば
そ
こ
に
一
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定
の
解
放
的
効
果
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
考
慮
が
受
領
遅
滞
の
効
果
の
発
生
を
提
供
に
結

び
つ
け
る
四
二
二
条
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
四
九
二
条
自
体
か
ら
危
険
移
転
効
果
を
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
四

一
三
条
を
介
し
て
危
険
移
転
効
果
を
提
供
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
無
理
は
な
く
、
ま
た
、
立
法
趣
旨
に
も
適
合
す
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
が
債
務
者
と
し
て
求
め
ら
れ
る
給
付
準
備
行
為
を
為
し
終
え
た
事
実
に
危
険
移
転
効
果
が
結
び

つ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
債
権
者
の
主
観
的
な
事
情
は
そ
の
効
果
に
は
影
響
を
与
え
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
よ
う

　
　
　
（
2
5
）

に
思
わ
れ
る
。

　
債
務
不
履
行
責
任
説
に
は
、
五
三
六
条
が
定
め
る
危
険
負
担
の
債
務
者
主
義
を
基
礎
に
し
て
、
債
務
者
主
義
の
下
で
危
険
移
転
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

果
が
生
じ
る
の
は
債
権
者
側
に
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
二
項
に
依
拠
し
て
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、

五
三
六
条
二
項
は
一
項
が
定
め
る
危
険
負
担
の
債
務
者
主
義
を
裏
か
ら
規
定
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
危
険
移
転
原
理
を

定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
五
三
六
条
二
項
で
何
故
に
債
務
者
が
反
対
給
付
に
権
利
を
有
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
く
、
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
に
い
う
よ
う
に
、
恰
も
債
務
者
が
給
付
を
履
行
し
た
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
が
受
領
遅
滞
の
場
合
に
も
及
ぶ
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
無
理
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
価
値
判
断
を
四
一
三
条
で
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
四
二
二
条
を
債
務
不
履
行
責
任
と
解

釈
し
て
き
た
見
解
は
、
債
務
不
履
行
の
要
件
と
し
て
一
律
に
債
務
者
の
過
失
を
必
要
と
す
る
と
し
て
、
そ
の
理
論
を
基
礎
に
四
一
三

条
に
お
い
て
も
債
権
者
の
過
失
を
当
然
の
ご
と
く
要
件
と
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
債
務
者
の
過
失
を
要
件
と
す
る
債

務
不
履
行
の
法
律
効
果
は
損
害
賠
償
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
効
果
に
も
当
然
に
債
務
者
の
過
失
が
要
件
と
し
て
必
要
か
ど
う

か
は
一
律
に
は
判
断
で
き
な
い
。
近
時
、
契
約
解
除
に
つ
い
て
も
、
と
り
わ
け
五
四
一
条
の
場
合
に
は
債
務
者
の
過
失
を
要
件
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
い
解
釈
論
が
有
力
で
あ
り
、
義
務
違
反
の
効
果
ご
と
に
そ
の
要
件
も
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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以
上
の
一
般
的
な
債
務
不
履
行
責
任
論
に
お
け
る
傾
向
は
、
四
二
二
条
の
解
釈
論
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
既
に
、
星
野
教
授
や

幾
代
博
士
に
よ
っ
て
夙
に
強
調
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
四
二
二
条
を
債
権
者
の
引
取
義
務
違
反
の
責
任
を
定
め
た
規
定
と
解
釈
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

こ
と
か
ら
直
ち
に
、
全
て
の
効
果
に
一
律
な
要
件
を
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
危
険
の
移
転
に
つ
い
て

は
債
権
者
に
義
務
違
反
の
事
実
が
あ
れ
ば
そ
の
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
効
果
が
発
生
す
る
と
し
、
引
取
義
務
違
反
に
基
づ
く
債
権
者

の
損
害
賠
償
責
任
は
債
権
者
の
過
失
を
要
件
と
す
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
解
除
に
関
し
て
は
、
四
二
二
条

の
引
取
義
務
を
基
礎
に
、
五
四
一
条
な
い
し
五
四
三
条
の
解
釈
の
一
環
と
し
て
、
債
務
者
に
契
約
解
除
権
を
認
め
る
べ
き
要
件
を
定

め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
四
一
三
条
の
解
釈
は
、
結
果
的
に
起
草
趣
旨
に
も
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
起
草
者
は
、
引
取
義
務
の

拡
張
を
目
指
し
て
売
買
に
お
け
る
引
取
義
務
規
定
を
債
権
法
総
則
に
置
き
、
そ
の
要
件
と
し
て
債
権
者
の
過
失
を
不
要
と
し
た
。
債

務
不
履
行
に
は
債
務
者
の
過
失
が
常
に
要
件
で
あ
る
と
し
て
き
た
従
来
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
ら
二
つ
の
起
草
趣
旨
の
ポ
イ
ン
ト

は
整
合
で
き
な
い
が
、
そ
の
理
論
自
体
の
枠
組
み
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
従
来
の
理
論
的
難
点
は
克
服
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
富
井
政
章
・
債
権
総
論
完
（
大
正
元
年
東
大
講
義
）
（
信
山
社
・
平
成
六
年
復
刻
）
七
］
頁
以
下
、
岡
松
参
太
郎
・
註
釈
民
法
理
由

　
・
下
巻
（
有
斐
閣
書
房
・
明
治
三
二
年
）
七
〇
頁
、
横
田
秀
雄
・
債
権
総
論
（
日
本
大
学
・
清
水
書
店
・
明
治
四
一
年
）
二
四
四
・
二
四

　
五
頁
、
石
坂
音
四
郎
・
日
本
民
法
第
三
編
債
権
第
一
巻
（
有
斐
閣
・
大
正
元
年
）
六
〇
六
頁
、
川
名
兼
四
郎
・
債
権
法
要
論
（
金
刺
芳
流

堂
・
大
正
四
年
）
二
三
八
頁
以
下
、
曄
道
文
藝
・
判
例
批
評
・
京
都
法
学
会
雑
誌
］
二
巻
七
号
（
大
正
六
年
）
七
九
頁
以
下
、
末
弘
巌
太

郎
・
債
権
各
論
（
有
斐
閣
・
大
正
八
年
）
四
三
二
頁
、
中
島
玉
吉
・
民
法
釈
義
・
巻
之
三
・
債
権
総
論
上
（
金
刺
芳
流
堂
・
大
正
一
三

年
）
三
五
九
頁
以
下
、
鳩
山
秀
夫
「
債
権
者
の
遅
滞
」
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
（
有
斐
閣
・
昭
和
三
〇
年
）
八
九
頁
以
下
、

同
・
日
本
債
権
法
総
論
（
岩
波
書
店
・
大
正
一
四
年
）
一
七
〇
頁
、
中
島
弘
道
・
債
権
法
論
（
清
水
書
店
・
昭
和
四
年
）
四
九
九
頁
、
磯

谷
幸
次
郎
・
債
権
総
論
大
要
（
清
水
書
店
・
昭
和
四
年
）
一
〇
一
・
一
〇
二
頁
、
石
田
文
次
郎
・
債
権
総
論
講
義
（
弘
文
堂
書
房
・
昭
和

　
二
年
）
二
二
九
頁
、
三
潴
信
三
・
債
権
法
提
要
・
総
論
上
冊
（
有
斐
閣
・
昭
和
二
年
）
一
六
七
頁
、
近
藤
英
吉
目
柚
木
馨
・
註
釈
日
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本
民
法
（
債
権
編
総
則
）
上
巻
（
巌
松
堂
書
店
・
昭
和
一
四
年
）
一
〇
四
頁
、
於
保
不
二
雄
・
債
権
総
論
（
有
斐
閣
・
昭
和
四
七
年
）
一

　
一
七
頁
以
下
、
平
井
宜
雄
・
債
権
総
論
（
弘
文
堂
・
昭
和
六
〇
年
）
一
二
六
頁
。

（
2
）
　
梅
謙
次
郎
・
民
法
要
義
・
巻
之
三
・
債
権
編
（
私
立
法
政
大
学
・
有
斐
閣
書
房
・
大
正
元
年
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
五
九
年
復
刻
）
五

　
七
・
五
八
頁
、
岡
村
玄
治
・
債
権
法
総
論
（
巌
松
堂
書
店
・
昭
和
四
年
）
八
九
頁
お
よ
び
、
同
・
債
権
法
各
論
（
巌
松
堂
書
店
・
昭
和
四

年
）
二
六
〇
・
二
六
一
頁
、
末
弘
巌
太
郎
・
債
権
総
論
（
日
本
評
論
社
・
昭
和
二
二
年
）
一
七
六
・
一
七
七
頁
、
小
池
隆
一
「
受
領
遅
滞

　
と
債
権
者
の
受
領
義
務
」
民
法
研
究
（
慶
鷹
出
版
社
・
昭
和
一
九
年
）
九
〇
頁
以
下
、
同
・
債
権
法
総
論
（
泉
文
堂
・
昭
和
三
一
年
）
一

　
三
九
頁
以
下
、
川
島
武
宜
・
債
権
法
総
則
講
義
第
一
（
岩
波
書
店
・
昭
和
≡
二
年
）
二
〇
・
一
二
頁
お
よ
び
一
三
六
頁
、
山
中
康
雄
・
債

権
法
総
則
講
義
（
巌
松
堂
書
店
・
昭
和
二
三
年
）
六
二
頁
以
下
、
我
妻
栄
・
債
権
総
論
（
岩
波
書
店
・
昭
和
三
九
年
）
二
三
八
頁
、
吾
妻

　
光
俊
・
債
権
法
（
弘
文
堂
・
昭
和
三
九
年
）
八
三
頁
、
三
島
宗
彦
「
債
権
者
遅
滞
」
綜
合
判
例
研
究
叢
書
・
民
法
（
1
8
）
（
有
斐
閣
・
昭

　
和
三
九
年
）
三
七
お
よ
び
四
三
頁
以
下
、
柿
本
啓
「
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
」
駒
沢
大
学
法
学
部
研
究
紀
要
（
昭
和
四
三
年
）
七
三
・
七
四

頁
、
矢
辺
学
「
受
領
遅
滞
に
関
す
る
一
考
察
ー
債
権
関
係
の
法
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
」
国
士
舘
法
学
二
号
（
昭
和
四
五
年
）

　
二
二
頁
以
下
、
川
野
弘
矩
「
受
領
遅
滞
の
本
質
」
法
学
教
室
五
号
（
昭
和
四
九
年
）
二
一
三
頁
、
松
坂
佐
一
・
民
法
提
要
・
債
権
総
論

　
（
有
斐
閣
・
昭
和
五
七
年
）
二
二
九
頁
、
石
田
喜
久
夫
他
「
青
野
博
之
］
債
権
総
論
（
成
文
堂
・
昭
和
五
八
年
）
三
九
頁
、
澤
井
裕
・
テ

　
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
債
権
総
論
（
有
斐
閣
・
昭
和
六
〇
年
）
八
三
頁
、
前
田
達
明
・
口
述
債
権
総
論
（
成
文
堂
・
昭
和
六
二
年
）
二
七
一
頁
、

　
吉
岡
幹
夫
「
受
領
遅
滞
」
森
泉
教
授
還
暦
・
現
代
判
例
民
法
学
の
課
題
（
法
学
書
院
・
昭
和
六
三
年
）
五
一
五
頁
以
下
、
星
野
英
一
・
民

　
法
概
論
皿
（
債
権
総
論
）
（
良
書
普
及
会
・
平
成
四
年
）
二
二
四
頁
、
北
川
善
太
郎
・
債
権
総
論
（
有
斐
閣
・
平
成
五
年
）
五
〇
頁
、
安

　
達
三
季
生
・
債
権
総
論
講
義
（
信
山
社
・
平
成
五
年
）
八
九
頁
以
下
、
石
田
喜
久
夫
他
［
山
本
隆
司
一
債
権
総
論
（
青
林
書
院
・
平
成
五

　
年
）
］
三
七
頁
、
河
上
正
二
「
『
弁
済
の
提
供
』
の
周
辺
」
法
学
教
室
一
五
二
号
（
平
成
五
年
）
六
一
頁
、
内
田
勝
一
・
債
権
各
論
講
義

　
ノ
ー
ト
（
成
文
堂
・
平
成
六
年
）
五
一
頁
、
近
江
幸
治
・
民
法
講
義
W
（
債
権
法
総
論
）
（
成
文
堂
・
平
成
六
年
）
九
三
頁
、
潮
見
佳
男

　
・
債
権
総
論
（
信
山
社
・
平
成
六
年
）
】
六
】
頁
以
下
、
鈴
木
禄
弥
・
債
権
法
講
義
（
創
文
社
・
平
成
七
年
）
二
〇
六
頁
、
平
野
裕
之
・

　
債
権
総
論
（
信
山
社
・
平
成
七
年
）
八
九
頁
、
金
山
直
樹
「
屋
ヒ
受
水
桶
事
件
i
受
領
遅
滞
と
契
約
解
除
」
石
田
喜
久
夫
ー
湯
浅
道
男

　
編
・
判
例
演
習
民
法
3
（
成
文
堂
・
平
成
八
年
）
八
六
頁
以
下
。

（
3
）
　
戒
能
通
孝
・
債
権
各
論
（
巌
松
堂
書
店
・
昭
和
一
八
年
）
一
五
五
頁
、
勝
本
正
晃
・
契
約
各
論
・
第
一
巻
（
有
斐
閣
・
昭
和
ニ
ニ

　
年
）
一
二
一
頁
、
同
・
債
権
法
概
論
（
総
論
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
二
四
年
）
三
八
二
頁
、
未
川
博
・
債
権
法
（
評
論
社
・
昭
和
二
四
年
）
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四
五
頁
、
同
・
契
約
法
・
下
（
各
論
）
（
岩
波
書
店
・
昭
和
五
〇
年
）
五
八
頁
、
津
曲
蔵
之
丞
・
債
権
総
論
・
上
巻
（
青
林
書
院
・
昭
和

　
三
四
年
）
二
二
八
頁
、
遠
田
新
一
「
債
権
者
の
受
領
遅
滞
に
よ
る
債
務
者
の
解
除
権
ー
買
主
の
引
取
遅
滞
に
つ
い
て
ー
」
契
約
法
大

　
系
1
（
有
斐
閣
・
昭
和
三
七
年
）
二
九
四
頁
以
下
、
宗
宮
信
次
・
債
権
各
論
（
有
斐
閣
・
昭
和
四
六
年
）
一
四
二
頁
、
四
宮
和
夫
・
判
例

　
批
評
・
法
学
協
会
雑
誌
九
一
巻
一
号
（
昭
和
四
七
年
）
二
〇
二
・
二
〇
三
頁
、
船
越
隆
司
「
買
主
の
危
険
負
担
法
理
に
対
す
る
考
察
と
再

　
構
成
（
三
）
」
判
例
時
報
一
〇
五
三
号
（
昭
和
五
七
年
）
一
四
頁
、
三
和
一
博
「
債
権
者
の
受
領
遅
滞
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
四
三
号
（
昭

　
和
五
〇
年
）
五
七
頁
、
伊
藤
進
「
双
務
契
約
で
の
受
領
遅
滞
と
契
約
の
解
除
」
法
学
セ
ミ
ナ
i
二
六
巻
一
号
（
昭
和
五
七
年
）
一
六
〇
頁
、

　
林
良
平
H
石
田
喜
久
夫
H
高
木
多
喜
男
［
林
］
債
権
総
論
（
青
林
書
院
・
昭
和
五
七
年
）
七
〇
頁
以
下
、
林
良
平
編
［
林
］
債
権
各
論

　
（
青
林
書
院
・
昭
和
六
〇
年
）
一
〇
二
頁
、
白
羽
祐
三
・
債
権
総
論
（
中
央
大
学
出
版
部
・
昭
和
六
二
年
）
八
九
頁
、
水
本
浩
・
債
権
総

　
論
（
有
斐
閣
・
平
成
元
年
）
七
二
頁
、
安
田
実
「
受
領
遅
滞
ー
受
領
な
い
し
引
取
義
務
を
中
心
と
し
て
i
」
山
口
和
男
編
・
現
代
民

事
裁
判
の
課
題
⑦
［
損
害
賠
償
］
（
新
日
本
法
規
出
版
・
平
成
元
年
）
六
五
頁
、
奥
田
昌
道
・
債
権
総
論
（
悠
々
社
・
平
成
四
年
）
二
二

　
六
頁
、
同
・
注
釈
民
法
（
1
0
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
六
三
年
）
二
四
六
頁
、
高
島
平
蔵
・
債
権
各
論
（
成
文
堂
・
昭
和
六
三
年
）
一
二
七
頁
、

　
川
井
健
・
債
権
法
1
・
債
権
総
論
（
上
）
（
日
本
評
論
社
・
昭
和
六
三
年
）
一
四
一
頁
、
同
・
債
権
法
W
・
契
約
各
論
（
上
）
（
日
本
評
論

社
・
平
成
五
年
）
一
〇
七
頁
、
新
関
輝
夫
・
債
権
総
論
（
法
律
文
化
社
・
平
成
四
年
）
七
三
頁
、
田
山
輝
明
・
契
約
法
（
成
文
堂
・
平
成

　
七
年
）
二
二
八
頁
、
淡
路
剛
久
「
債
権
者
の
受
領
遅
滞
に
対
す
る
効
力
」
法
学
教
室
一
八
五
号
（
平
成
八
年
）
八
五
頁
、
佐
々
木
典
子

　
「
石
狩
硫
黄
採
掘
事
件
－
買
主
の
引
取
義
務
」
石
田
H
湯
浅
編
・
前
出
注
（
2
）
九
九
頁
以
下
。
な
お
、
下
森
教
授
は
、
付
随
的
注
意

義
務
と
し
て
引
取
義
務
の
問
題
を
固
有
に
把
握
し
て
ゆ
く
べ
き
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
下
森
定
・
債
権
法
論
点
ノ
ー
ト
（
日
本
評
論

社
・
平
成
二
年
）
七
二
・
七
三
頁
）
。

（
4
）
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
四
（
商
事
法
務
研
究
会
・
昭
和
五
九
年
）
九
二
頁
以
下
。
四
二
二
条
の
起
草
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
五

十
嵐
清
「
受
領
遅
滞
と
契
約
解
除
」
森
島
昭
夫
編
・
民
法
H
〔
債
権
〕
判
例
と
学
説
（
日
本
評
論
社
・
昭
和
五
二
年
）
四
二
・
四
三
頁
、

林
良
平
「
受
領
遅
滞
」
谷
口
知
平
H
加
藤
一
郎
編
・
新
版
判
例
演
習
民
法
3
・
債
権
総
論
（
有
斐
閣
・
昭
和
五
七
年
）
一
八
頁
。

（
5
）
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
（
商
事
法
務
研
究
会
・
昭
和
五
九
年
）
三
六
七
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
債
権
者
遅
滞

論
の
再
構
成
ー
民
法
四
二
二
条
と
四
九
二
条
の
基
本
構
造
と
そ
の
関
係
」
法
学
政
治
学
論
究
二
号
（
平
成
元
年
）
一
七
二
頁
お
よ
び
一

　
八
九
頁
注
（
3
3
）
を
参
照
。

（
6
）
　
以
上
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
出
注
（
5
）
一
八
二
頁
参
照
。
こ
う
し
た
立
法
趣
旨
の
解
釈
を
展
開
す
る
の
は
、
前
田
・
前
出
注
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（
2
）
二
六
四
頁
以
下
、
同
「
債
権
者
遅
滞
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
〇
四
号
（
昭
和
六
一
年
）
二
頁
以
下
。

（
7
）
　
商
品
売
買
に
お
け
る
「
受
領
」
と
「
引
取
」
の
概
念
峻
別
を
｝
般
的
な
形
で
主
張
さ
れ
る
の
は
、
谷
川
久
・
商
品
の
売
買
（
有
斐
閣

　
・
昭
和
三
九
年
）
八
四
頁
、
一
一
〇
頁
。
四
二
二
条
を
債
権
者
の
一
般
的
な
受
領
義
務
で
は
な
く
「
引
取
」
義
務
を
定
め
た
規
定
と
し
て

理
解
す
る
の
が
近
時
の
債
務
不
履
行
責
任
説
の
傾
向
で
あ
る
。
例
え
ば
、
星
野
・
前
出
注
（
2
）
二
二
四
頁
、
前
田
・
前
出
注
（
2
）
二

七
一
頁
、
石
田
他
［
山
本
］
前
出
注
（
2
）
二
二
七
頁
、
内
田
・
前
出
注
（
2
）
五
一
頁
、
金
山
・
前
出
注
（
2
）
八
七
・
八
八
頁
。
こ

う
し
た
発
想
は
既
に
川
島
博
士
の
見
解
に
見
出
さ
れ
う
る
。
川
島
博
士
が
、
「
買
主
の
売
買
目
的
物
引
渡
請
求
権
と
な
ら
ん
で
、
売
主
が

引
取
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
買
主
が
引
取
る
べ
き
義
務
が
併
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
買
主
の
引
取
義
務
を
承
認
す
る

　
こ
と
は
、
決
し
て
権
利
の
権
利
と
し
て
の
性
質
、
権
利
と
義
務
と
の
分
離
、
と
い
う
原
則
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

　
い
」
と
説
か
れ
る
と
き
（
川
島
・
前
出
注
（
2
）
二
〇
・
一
二
頁
）
、
従
前
の
一
般
的
な
「
債
権
者
の
受
領
義
務
」
の
議
論
か
ら
は
一
定

　
の
距
離
が
見
出
さ
れ
う
る
。
山
下
教
授
も
、
従
来
の
法
定
責
任
説
と
債
務
不
履
行
責
任
説
が
一
般
的
な
「
受
領
義
務
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論

　
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
さ
れ
、
よ
り
具
体
的
な
債
権
・
債
務
関
係
に
お
け
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
付
け
を
検
討
す
べ
き
こ
と
を
提
言

　
さ
れ
て
い
る
（
山
下
末
人
「
受
領
遅
滞
・
特
定
・
危
険
負
担
（
一
）
」
法
と
政
治
一
九
巻
一
号
（
昭
和
四
三
年
）
二
二
八
頁
以
下
）
。

（
8
）
　
一
般
的
に
は
、
四
ニ
ニ
条
を
義
務
違
反
規
定
と
理
解
す
る
立
場
で
も
、
債
務
者
に
契
約
の
解
除
を
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
な
見
解
が

　
多
い
。
か
つ
て
浅
井
博
士
は
、
受
領
が
副
次
的
な
給
付
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
受
領
義
務
を
認
め
つ
つ
も
債
務
者
の
解
除
権
は
否
定
さ
れ
て

　
い
た
（
浅
井
清
信
・
日
本
債
権
法
総
論
（
立
命
館
出
版
部
・
昭
和
一
七
年
）
一
四
九
頁
）
。
近
時
で
も
解
除
権
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て

　
は
、
た
と
え
ば
、
山
崎
寛
「
受
領
遅
滞
ー
そ
の
二
」
遠
藤
浩
U
川
井
健
H
西
原
道
雄
編
・
演
習
民
法
（
債
権
）
（
青
林
書
院
新
社
・
昭

　
和
四
七
年
）
八
三
頁
、
柿
本
・
前
出
注
（
2
）
八
二
頁
、
北
川
・
前
出
注
（
2
）
五
〇
頁
、
潮
見
・
前
出
注
（
2
）
一
六
一
頁
。
こ
う
し

　
た
解
除
に
慎
重
な
傾
向
は
折
衷
説
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
遠
田
・
前
出
注
（
3
）
三
〇
五
・
三
〇
六
頁
、
船
越
・
前
出
注

　
（
3
）
一
四
頁
、
三
和
・
前
出
注
（
3
）
五
七
頁
、
奥
田
・
債
権
総
論
・
前
出
注
（
3
）
二
二
六
頁
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
動
産
売
買
に

　
お
い
て
は
売
主
に
広
く
解
除
権
を
認
め
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
、
四
二
二
条
の
意
義
が
、
「
売
主
に
目
的
物
引
渡
し
の

　
先
履
行
義
務
が
あ
り
、
売
主
が
損
害
の
抑
止
の
た
め
に
目
的
物
を
他
に
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
準
備
と
し
て
の
契
約
の
解
除

　
（
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
望
ま
し
い
。
か
か
る
特
殊
な
事
情
の
あ
る
場
合
に
の
み
」
（
鈴
木
・
前
出
注

　
（
2
）
二
〇
六
頁
）
に
限
定
さ
れ
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
六
五
七
条
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
意
義
は
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

（
9
）
　
月
岡
利
男
「
登
記
請
求
権
1
そ
の
根
拠
、
発
生
原
因
に
つ
い
て
ー
」
星
野
英
一
編
・
民
法
講
座
第
2
巻
・
物
権
（
1
）
（
有
斐
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閣
・
昭
和
五
九
年
）
二
四
三
頁
。
最
高
裁
判
所
も
、
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
の
買
主
か
ら
売
主
へ
の
登
記
引
取
請
求
権
を
認
め
て

　
い
る
（
最
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
民
集
↓
五
巻
一
〇
号
二
五
七
三
頁
）
。
不
動
産
登
記
法
上
の
「
登
記
権
利
者
」
「
登
記
義
務
者
」

　
の
解
釈
に
つ
い
て
は
尚
問
題
が
残
る
と
し
て
も
、
実
体
法
上
は
売
買
の
当
事
者
が
互
い
に
登
記
権
利
者
で
あ
り
か
つ
義
務
者
で
あ
る
こ
と

　
が
こ
の
判
決
の
背
景
に
あ
る
論
理
と
し
て
一
般
に
承
認
さ
れ
う
る
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
。
山
田
晃
・
法
学
協
会
雑
誌
八
0
巻
六
号
（
昭

　
和
三
九
年
）
八
七
六
・
八
七
七
頁
、
石
田
喜
久
夫
・
民
商
法
雑
誌
四
六
巻
五
号
（
昭
和
三
七
年
）
八
九
一
頁
、
宮
田
信
夫
・
法
曹
時
報
一

　
四
巻
一
号
（
昭
和
三
七
年
）
六
七
頁
、
森
泉
章
「
売
主
の
登
記
引
取
請
求
権
」
不
動
産
取
引
判
例
百
選
（
平
成
三
年
）
九
一
頁
。
渡
辺
判

　
事
は
、
こ
の
登
記
引
取
請
求
権
の
認
容
判
決
に
基
づ
く
不
動
産
登
記
法
二
七
条
に
よ
る
登
記
申
請
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

　
る
（
渡
辺
忠
嗣
「
売
主
は
買
主
に
対
し
移
転
登
記
請
求
が
で
き
る
か
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
七
七
号
（
昭
和
四
〇
年
）
二
四
頁
以
下
）
。

（
1
0
）
　
こ
う
し
た
登
記
引
取
請
求
権
の
根
拠
な
い
し
前
提
と
し
て
債
権
法
ヒ
の
債
権
者
の
受
領
な
い
し
引
取
義
務
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、

幾
代
通
・
不
動
産
登
記
法
（
有
斐
閣
・
平
成
元
年
）
七
五
頁
、
同
・
登
記
請
求
権
（
有
斐
閣
・
昭
和
五
四
年
）
二
七
〇
頁
、
遠
田
「
買
主

　
の
受
領
遅
滞
と
売
主
の
解
除
権
（
二
）
」
政
経
論
叢
（
広
島
大
）
一
二
巻
二
号
（
昭
和
三
七
年
）
五
二
・
五
三
頁
、
林
・
前
出
注
（
4
）

　
二
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
は
一
種
の
保
護
義
務
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
と
主
張
す
る
の
は
広
中
俊
雄
・
物
権
法
（
青
林
書
院
新
社

　
・
昭
和
五
七
年
）
二
九
〇
頁
注
（
3
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
田
教
授
は
、
登
記
引
取
請
求
権
の
問
題
は
こ
う
し
た
債
権
的
登
記
請
求
権

　
の
問
題
に
還
元
さ
れ
え
な
い
側
面
が
あ
る
と
し
て
、
実
体
的
な
権
利
と
登
記
名
義
と
の
乖
離
の
調
整
と
し
て
の
技
術
的
な
側
面
を
無
視
す

　
べ
き
で
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
新
田
敏
「
登
記
引
取
請
求
権
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
主
と
し
て
受
領
遅
滞
と
の
関
連
に
お
い

　
て
ー
」
半
田
正
夫
教
授
還
暦
記
念
・
民
法
と
著
作
権
法
の
諸
問
題
（
法
学
書
院
・
平
成
五
年
）
六
六
頁
以
下
）
。
ま
た
、
安
達
教
授
は
、

物
権
変
動
の
法
定
証
拠
説
に
立
脚
し
た
上
で
証
拠
請
求
権
と
し
て
の
登
記
請
求
権
の
把
握
か
ら
債
権
者
の
受
領
義
務
と
の
関
連
を
否
定
さ

　
れ
る
（
安
達
三
季
生
「
登
記
請
求
権
に
関
す
る
試
論
ー
ヱ
、
の
発
生
原
因
と
法
的
性
質
」
加
藤
一
郎
編
・
民
法
学
の
歴
史
と
課
題
（
東
京

大
学
出
版
会
・
昭
和
五
七
年
）
一
四
〇
・
一
五
〇
頁
。

（
1
1
）
　
潮
見
・
前
出
注
（
2
）
■
ハ
一
頁
以
下
は
、
債
権
者
の
協
力
義
務
の
整
理
を
試
み
る
点
で
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
ウ
ィ
ー
ン
統
一
売

買
法
の
六
〇
条
も
「
引
取
」
義
務
と
そ
の
他
の
協
力
義
務
を
分
離
し
て
規
定
す
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
検
討
は
他
日
を
期
し
た

　
い
。

（
1
2
）
　
か
つ
て
末
弘
博
士
に
よ
っ
て
受
領
義
務
の
強
制
履
行
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
以
来
（
末
弘
・
前
出
注
（
2
）
一
八
二
頁
）
、
時
と

し
て
、
引
取
請
求
権
の
強
制
履
行
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
強
制
履
行
が
内
実
は
供
託
を
意
味
す
る
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の
で
あ
れ
ば
こ
と
さ
ら
そ
の
請
求
権
を
認
め
る
意
義
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
安
達
・
前
出
注
（
6
5
）
九
〇
・
九
一
頁

を
参
照
。
し
か
し
、
間
接
強
制
に
よ
る
引
取
強
制
が
さ
ら
に
認
め
ら
れ
得
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
な
お
考
慮
す
る
余
地
か
あ
る
。
こ

　
の
点
に
つ
い
て
は
、
片
山
金
章
「
受
領
遅
滞
（
債
権
者
遅
滞
）
」
谷
口
知
平
目
加
藤
一
郎
編
・
民
法
例
題
解
説
H
（
債
権
）
（
有
斐
閣
・
昭

和
三
四
年
）
三
四
頁
を
参
照
。
さ
ら
に
、
問
接
強
制
の
補
充
性
の
原
則
自
体
に
も
疑
問
か
提
起
さ
れ
て
お
り
（
森
田
修
・
強
制
履
行
の
法

学
的
構
造
（
東
京
大
学
出
版
会
・
平
成
七
年
）
三
一
五
頁
以
下
）
、
こ
の
考
え
方
を
敷
術
す
る
な
ら
、
供
託
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
間

接
強
制
が
い
わ
ば
供
託
と
並
立
す
る
債
務
者
の
解
放
制
度
と
し
て
機
能
す
る
余
地
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
3
）
　
起
草
者
の
見
解
を
検
討
す
る
と
、
理
論
構
成
は
と
も
か
く
四
一
三
条
の
価
値
判
断
に
つ
い
て
は
三
人
の
見
解
に
一
致
が
見
ら
れ
る
。

　
四
二
二
条
が
債
権
者
の
受
領
拒
絶
・
受
領
不
能
の
事
実
が
あ
れ
ば
そ
の
原
因
如
何
を
問
わ
ず
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
四
一
三
条
に
基
づ
い

　
て
発
生
す
る
効
果
は
危
険
の
移
転
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
危
険
移
転
効
果
は
四
九
二
条
に
基
づ
い
て
も
発
生
す
る
こ
と
が
穂
積
起
草
委
員

　
の
四
二
二
条
お
よ
び
四
九
二
条
に
関
す
る
趣
旨
説
明
の
要
旨
で
あ
っ
た
（
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
四
・
前
出
注
（
4
）
九
二

頁
）
。
梅
博
士
は
、
そ
の
後
四
二
二
条
に
基
づ
い
て
危
険
移
転
、
増
加
費
用
の
賠
償
お
よ
び
そ
れ
を
超
え
る
損
害
に
つ
い
て
四
一
五
条
に

基
づ
く
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
四
二
二
条
が
債
権
者
の
義
務
違
反
制
度
で
あ
る
と
の
理
論
構
成
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
説
か
れ

　
て
い
る
（
梅
・
民
法
要
義
・
巻
之
三
債
権
編
（
私
立
法
政
大
学
・
有
斐
閣
書
房
・
大
正
元
年
）
五
七
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
富
井
博
士

　
は
受
領
は
権
利
で
あ
っ
て
義
務
で
は
な
い
と
の
テ
ー
ゼ
に
立
脚
し
た
上
で
、
危
険
移
転
効
果
、
増
加
費
用
の
賠
償
、
さ
ら
に
そ
れ
を
越
え

　
る
い
っ
さ
い
の
損
害
賠
償
の
責
任
発
生
を
説
か
れ
て
い
る
（
富
井
・
前
出
注
（
1
）
七
一
頁
以
ド
お
よ
び
七
五
・
七
六
頁
）
。

（
1
4
）
　
こ
の
よ
う
に
、
提
供
の
効
果
発
生
時
期
と
受
領
遅
滞
の
効
果
発
生
時
期
を
明
確
に
峻
別
し
て
考
察
し
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
効
果
を
確

定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
水
本
・
前
出
注
（
3
）
六
六
頁
以
下
、
河
L
・
前
出
注
（
2
）
五
九
・
六
〇
頁
。
こ
と
に
危
険
移
転
と
の
関
連

　
に
つ
い
て
は
、
船
越
・
前
出
注
（
3
）
一
〇
頁
お
よ
び
一
四
頁
以
下
、
新
田
孝
二
「
受
領
遅
滞
」
法
学
教
室
六
九
号
（
昭
和
六
一
年
）
二

　
五
頁
。
提
供
に
は
、
債
務
者
が
債
務
不
履
行
に
陥
ら
な
い
と
い
う
防
御
的
側
面
と
債
権
者
を
債
務
不
履
行
な
い
し
受
領
遅
滞
に
陥
ら
せ
る

　
と
い
う
攻
撃
的
側
面
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の
防
御
的
側
面
の
効
果
の
み
に
着
［
す
る
の
が
提
供
の
効
果
を
限
定
的
に
解
釈
す

　
る
方
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
受
領
遅
滞
と
の
関
連
て
四
九
二
条
に
攻
撃
的
な
側
面
の
効
果
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て

　
は
、
拙
稿
・
前
出
注
（
5
）
一
八
四
・
一
八
五
頁
を
参
照
。
夙
に
、
澤
井
教
授
は
、
危
険
移
転
を
提
供
と
の
関
連
で
分
析
・
整
理
さ
れ
、

　
「
債
務
不
履
行
免
責
的
提
供
」
と
「
危
険
移
転
的
提
供
」
を
峻
別
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
（
澤
井
裕
「
危
険
負

　
担
」
遠
藤
浩
U
林
良
平
H
水
本
浩
編
・
現
代
契
約
法
大
系
・
第
2
巻
（
有
斐
閣
・
昭
和
亙
九
年
）
一
一
九
・
一
二
〇
頁
）
。
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（
1
5
）
　
末
弘
・
前
出
注
（
1
）
一
七
六
頁
、
鳩
山
・
日
本
債
権
法
総
論
・
前
出
注
（
1
）
一
八
一
頁
（
但
し
、
鳩
山
博
士
は
、
「
債
権
者
の

　
遅
滞
」
前
出
注
（
1
）
一
九
七
頁
で
は
、
危
険
移
転
問
題
は
す
べ
て
五
三
四
条
以
下
の
規
定
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
で
、
し
か
も
、
五
三

　
六
条
二
項
に
は
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
効
果
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
主
義
が
適
用
さ
れ
る
場
面
で
受

　
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
を
論
じ
る
余
地
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
認
識
な
の
で
あ
る
。
同
旨
、
石
坂
・
前
出
注
（
1
）
六
三
五
頁
註
二
）
、

　
津
曲
・
前
出
注
（
3
）
一
四
二
頁
、
林
ロ
石
田
“
高
木
［
林
］
・
前
出
注
（
3
）
七
四
頁
、
白
羽
・
前
出
注
（
3
）
九
一
頁
は
五
三
六

条
二
項
に
基
づ
い
て
受
領
遅
滞
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
目
的
物
の
滅
失
の
危
険
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
。
尚
、
新
田
教
授
は
、
五
三
六

条
二
項
に
基
づ
く
受
領
遅
滞
後
の
債
権
者
の
危
険
負
担
が
通
説
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
新
田
・
前
出
注
（
1
4
）
二
五
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、

　
岡
松
・
前
出
注
（
1
）
七
二
頁
、
中
島
・
前
出
注
（
1
）
四
〇
六
頁
、
近
藤
H
柚
木
・
前
出
注
（
1
）
｝
一
〇
頁
、
川
名
・
前
出
注

　
（
1
）
二
四
八
・
二
四
九
頁
、
於
保
・
前
出
注
（
1
）
一
二
〇
頁
、
遠
田
・
前
出
注
（
3
）
二
九
四
頁
、
平
井
・
前
出
注
（
3
）
一
二
六

頁
、
水
本
・
前
出
注
（
3
）
七
二
頁
、
奥
田
・
債
権
総
論
・
前
出
注
（
3
）
二
二
六
頁
、
田
山
輝
明
・
債
権
総
論
（
成
文
堂
・
平
成
四

年
）
七
八
頁
は
四
二
二
条
に
基
づ
く
債
権
者
へ
の
危
険
移
転
を
説
く
。

（
1
6
）
我
妻
・
前
出
注
（
2
）
二
四
一
・
二
四
二
頁
お
よ
び
三
島
・
前
出
注
（
2
）
四
九
・
五
〇
頁
は
、
五
三
六
条
二
項
に
基
づ
い
て
受
領

遅
滞
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
目
的
物
の
危
険
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
四
ニ
ニ
条
に
基
づ
く
債
権
者
へ
の
危
険
の
移
転

　
を
説
く
の
は
、
浅
井
・
前
出
注
（
8
）
一
五
三
頁
、
松
坂
・
前
出
注
（
2
）
一
三
九
頁
、
星
野
・
前
出
注
（
2
）
二
二
四
頁
、
北
川
・
前

出
注
（
2
）
五
〇
頁
、
安
達
・
前
出
注
（
2
）
八
九
頁
以
下
、
潮
見
・
前
出
注
（
2
）
一
六
六
頁
。

（
1
7
）
　
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
弁
済
の
提
供
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
の
注
釈
学
派
の
間
で
議
論
さ

　
れ
た
が
、
対
価
危
険
の
移
転
に
つ
い
て
は
論
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
執
行
官
が
現
実
の
提
供
を
し
て
（
二
一
五
七
条
）
目
的
物
を
持
ち

帰
る
途
上
で
そ
れ
が
強
奪
さ
れ
る
場
合
に
、
債
務
者
は
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
提
供
に
よ
っ
て
債
権
者
が
遅

滞
に
付
さ
れ
る
故
に
債
務
者
は
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
の
主
張
も
存
在
し
た
が
、
通
説
は
供
託
に
よ
っ
て
債
務
者
が
解
放
さ
れ
る
と
解

　
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
実
の
提
供
に
代
わ
る
催
告
の
場
合
（
一
二
六
四
条
）
に
は
、
供
託
が
債
務
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な

　
い
こ
と
か
ら
催
告
に
よ
る
「
危
険
の
移
転
」
が
通
説
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
債
務
者
が
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を

意
味
す
る
「
危
険
」
概
念
で
あ
っ
て
、
対
価
危
険
を
意
味
す
る
議
論
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
弁
済
の
提
供
お
よ
び
供

託
は
も
っ
ぱ
ら
債
務
者
か
ら
債
権
者
へ
の
「
給
付
危
険
」
の
移
転
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
ボ
ア

　
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
旧
民
法
に
お
い
て
も
異
な
ら
な
い
。
以
上
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
売
主
蝦
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
と
の
関
係
（
二
）
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1
種
類
債
務
の
合
意
に
よ
る
特
定
を
契
機
と
し
て
ー
」
法
学
研
究
六
九
巻
六
号
（
平
成
八
年
）
五
六
頁
以
下
お
よ
び
九
二
頁
注

　
（
0
7
）
参
照
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
中
で
、
近
時
、
マ
ロ
リ
ー
が
「
引
取
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
期
限
が
到
来
し
た
時
か
ら
物
は

　
　

　
買
主
の
危
険
と
な
る
」
と
説
い
て
い
る
の
が
注
意
を
引
く
（
℃
三
一
σ
需
竃
き
＞
c
勾
鼻
国
薦
蜜
巳
o
幕
象
①
U
巴
δ
N
」
S
9
ダ
く
①
耳
ρ

目
ヨ
R
o
N
o
o
o。
も
．
5
）
。
ま
た
、
一
二
五
七
条
二
項
が
定
め
る
「
危
険
」
の
債
権
者
負
担
を
対
価
危
険
の
意
味
で
論
じ
る
文
献
も
見
出
さ

　
れ
る
。
ク
ー
ル
イ
ー
は
、
供
託
を
伴
う
現
実
の
提
供
に
よ
っ
て
所
有
権
は
債
権
者
に
移
転
し
な
い
た
め
供
託
物
の
危
険
は
所
有
権
者
で
あ

　
る
債
務
者
が
負
担
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
一
二
五
七
条
は
そ
の
原
則
の
例
外
と
し
て
債
権
者
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
を
定
め
て
い

　
る
と
説
く
の
で
あ
る
（
富
き
O
o
⊂
男
O
d
メ
い
餌
8
霧
一
臓
づ
讐
δ
づ
α
、
但
羅
ω
o
B
ヨ
o
α
、
舘
鵯
筥
8
み
の
9
坤
8
鼠
一
一
8
8
マ
色
①
仁
口
O
塁
①
ー

　
ヨ
①
具
り
菊
円
●
P
含
く
二
一
〇
〇
ρ
⇒
g
ヨ
①
8
窃
）
P
Go
一
）
。

（
1
8
）
（
年
超
）
≦
①
3
段
ω
2
臣
男
ゴ
豆
①
く
o
ユ
譜
9
α
R
寄
畠
葬
9
窪
暁
日
α
一
①
R
怨
ぎ
ヨ
凱
隆
曾
N
弩
＞
島
巽
幕
首
紹

　
α
o
ω
国
日
譲
仁
臥
ω
①
ぎ
霧
中
ρ
ω
こ
勾
8
葺
α
R
ω
o
ゴ
⊆
匡
話
浮
巴
辞
三
霧
ρ
↓
①
＝
ジ
く
R
鼠
器
巽
一
閏
轟
昌
N
℃
三
一
す
弓
＜
o
昌
訳
¢
σ
2
”

　
ω
震
一
ぎ
＼
Z
①
ゑ
K
g
F
一
〇
〇〇
ρ
ω
b
一
〇
●

（
1
9
）
　
（
＝
お
ね
．
）
コ
o
目
ω
叶
＝
Φ
ぎ
ユ
9
脳
＞
8
霧
＼
≦
①
ヨ
①
『
ω
岳
⊂
切
男
プ
豆
①
ω
霞
讐
仁
昌
鵬
α
①
ω
中
ρ
ω
‘
菊
①
9
辞
α
震
ω
o
げ
三
α
＜
①
3
巴
齢
－

　
三
ω
ω
o
鰹
ゆ
①
島
口
＼
Z
①
≦
＜
o
『
犀
」
零
oo
ψ
ω
。
oo
㎝
ゲ

（
2
0
）
診
8
田
＼
ω
畠
d
爵
胃
る
動
O
こ
ω
』
旨
あ
』
曽
。
債
務
法
の
体
系
に
関
す
る
諸
規
定
の
整
序
は
ク
ー
ル
バ
ウ
ム
の
提
案
に
基
づ
く

　
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
売
主
蝦
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
と
の
関
係
（
一
）
」
法
学
研
究
六
九
巻
五
号
（
平
成

　
八
年
）
九
八
頁
注
（
82
）
参
照
。

（
2
1
）
　
q
＞
8
ω
ω
＼
ω
∩
＝
⊂
ω
国
犀
θ
勲
鋤
。
○
こ
ω
．
認
P
ψ
器
一
。

（
2
2
）
　
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
コ
ー
ラ
ー
の
「
債
権
者
は
権
利
の
み
を
有
し
義
務
を
負
わ
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
、
こ
れ
が
「
債
権

　
者
の
観
点
と
債
務
者
の
観
点
と
の
混
同
」
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
が
債
務
関
係
に
基
づ
く
一
定
の
支
配
権
を
有
す

　
る
の
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
債
務
関
係
の
目
的
と
性
質
か
ら
自
ず
と
時
的
な
限
界
が
画
さ
れ
て
お
り
、
債
務
者
の
意
思
に
反
し
て
拡

　
張
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
受
領
遅
滞
が
そ
う
し
た
事
態
を
引
き
起
こ
す
限
り
に
お
い
て
、
「
債
権
者
は
債
務
者
に
対
す
る

　
不
正
を
働
き
、
債
務
関
係
の
内
容
に
違
反
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
彼
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
べ
き
信
義
則
（
ぎ
轟
隔
こ
8
）
に
違
反
し
て

　
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
彼
に
認
め
る
目
的
と
限
度
を
超
え
て
彼
の
支
配
権
を
濫
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
（
ω
畠
⊂
田
胃
．

　
勲
騨
9
あ
●
箪
ε
。
供
託
に
よ
っ
て
債
務
者
の
利
益
は
保
護
さ
れ
、
ま
た
、
供
託
に
は
債
権
者
の
過
失
は
要
件
と
さ
れ
な
い
こ
と
が
主
張
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さ
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
に
目
的
物
が
供
託
に
適
さ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
し
供
託
規
則
に
よ
っ
て
は
供
託
に
一
定
の
正
当
な
理
由
を
求

　
め
る
も
の
も
あ
る
た
め
、
「
債
務
者
に
為
さ
れ
る
べ
き
物
を
自
身
で
保
持
す
る
か
彼
の
解
放
を
目
的
と
す
る
方
途
の
適
用
に
訴
え
る
か
の

　
自
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
債
務
者
の
正
当
な
利
益
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
（
ω
畠
ヨ
臣
ゴ
鉾
讐
ρ
あ
白
一
）
。
で
は
、

　
債
権
者
の
免
責
原
因
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
「
債
権
者
遅
滞
（
ヨ
o
轟
R
①
象
ε
冨
）
が
債
権
者
に

　
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
べ
き
信
義
則
（
び
o
轟
帖
こ
霧
）
の
違
反
に
由
来
す
る
こ
と
が
起
点
と
さ
れ
る
な
ら
、
債
権
者
の
責
に
帰
さ
れ
得
な
い

受
領
の
不
能
の
考
慮
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
同
時
に
、
債
権
の
存
在
や
範
囲
に
関
す
る
債
権
者
の
正
当
な
疑
義
な
い
し
錯
誤
も
ま

　
た
稀
で
は
あ
っ
て
も
債
権
者
の
受
領
遅
滞
の
免
責
原
因
と
し
て
援
用
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
Oo
岳
臣
男
プ
鋤
聾
ρ
あ
白
撃
）
。

（
2
3
）
鼠
8
霧
＼
oo
雷
臣
男
θ
穿
穿
○
二
〇〇
。
o
o
。
G
。
’
こ
の
第
一
委
員
会
の
議
論
は
第
一
草
案
の
理
由
書
に
も
見
出
さ
れ
る
（
零
目
o
ζ
ご
8
＞
Z

　
O
一
〇
鵬
①
ω
餌
巳
8
三
簿
R
一
巴
一
①
コ
N
o
ヨ
ゆ
●
O
．
ω
●
ま
『
α
鋤
ω
α
窪
房
o
『
①
勾
①
一
〇
F
ω
α
，
ド
勾
①
o
窪
α
雲
ω
∩
げ
三
α
＜
①
3
普
9
一
ω
ω
ρ
ω
翰
一
一
P

　
一
〇
〇
〇
P
ψ
巽
ご
。

（
2
4
）
　
言
0
8
＞
！
m
鉾
O
；
ω
。
一
一
伊
轟
r
寓
き
ω
ω
ぎ
ど
0
8
0
①
貯
耳
q
摺
⊆
コ
騎
び
血
C
簿
R
覧
昌
鵬
＆
震
く
震
零
三
9
巨
Φ
三
コ
鵬
α
R

　
内
餌
覧
ω
霧
げ
ρ
』
⊆
ω
こ
お
謡
Ψ
Qo
■
らo
。

（
2
5
）
　
四
一
三
条
に
関
す
る
起
草
者
の
価
値
判
断
の
根
拠
は
危
険
負
担
の
債
権
者
主
義
に
帰
着
す
る
（
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
四

　
（
前
出
注
（
4
）
九
三
頁
）
。
こ
の
点
で
は
、
債
権
者
主
義
か
ら
債
務
者
主
義
へ
の
展
開
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
状
で
は
必
ず
し
も
説
得
力

　
を
有
す
る
根
拠
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
九
二
条
に
よ
る
危
険
移
転
効
果
の
視
点
か
ら
は
、
債
務
者
が
為
す
べ
き
こ
と
を
す

　
べ
て
為
し
終
え
る
な
ら
そ
れ
以
降
の
不
利
益
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
価
値
判
断
の
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ

　
う
。
こ
の
点
、
比
較
法
の
観
点
か
ら
価
値
判
断
を
導
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
有
力
な
根
拠
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
債
権
者
の
受
領
遅
滞
の

場
合
に
債
権
者
の
過
失
を
問
わ
ず
に
危
険
が
移
転
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
比
較
法
上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

　
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
解
釈
が
ハ
ー
グ
お
よ
び
ウ
ィ
ー
ン
の
両
統
一
売
買
法
の
解
釈
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が

　
ハ
ー
ガ
ー
の
主
張
で
あ
る
（
O
O
旨
R
＝
＞
臨
葬
望
o
O
Φ
貯
ぼ
q
譜
仁
⇒
鵬
ぴ
①
凶
日
訳
聾
持
田
莞
お
9
富
く
震
騎
葱
9
2
号
C
艮
段
釜
－

魯
＝
轟
）
写
き
ζ
仁
辞
四
目
冒
巴
P
お
O
o
ド
OD
μ
o
。
聞
ご
。
さ
ら
に
、
今
般
の
ド
イ
ツ
債
務
法
の
改
正
草
案
で
も
従
来
の
ド
イ
ツ
民
法
典
三

　
二
四
条
二
項
の
価
値
判
断
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
森
定
U
岡
孝
編
・
ト
イ
ツ
債
務
法
改

正
委
員
会
草
案
の
研
究
（
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
・
平
成
八
年
）
六
八
頁
以
下
を
参
照
。
さ
ら
に
、
近
時
小
野
教
授
は
ド
イ
ツ
法
の
価

値
判
断
を
債
務
者
に
有
利
す
ぎ
る
と
し
て
債
務
者
の
保
管
義
務
と
の
調
整
を
考
慮
し
つ
つ
、
提
供
と
関
連
す
る
「
危
険
」
の
範
囲
に
受
領
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遅
滞
の
危
険
を
限
定
し
よ
う
と
さ
れ
る
（
小
野
秀
誠
「
受
領
遅
滞
と
危
険
負
担
」
法
学
研
究
（
一
橋
大
学
）
二
一
号
（
平
成
二
年
）
六
一

頁
以
下
）
。

（
2
6
）
　
幾
代
通
「
債
権
者
遅
滞
（
受
領
遅
滞
）
を
め
ぐ
っ
て
」
法
学
教
室
五
三
号
（
昭
和
六
〇
年
）
】
八
頁
。

（
2
7
）
好
美
清
光
「
契
約
の
解
除
の
効
力
」
遠
藤
浩
U
林
良
平
－
水
本
浩
監
修
・
現
代
契
約
法
大
系
・
第
二
巻
（
有
斐
閣
・
昭
和
五
九
年
）

　
一
八
0
頁
、
星
野
英
一
・
民
法
概
論
W
（
契
約
）
（
良
書
普
及
会
・
昭
和
六
一
年
）
七
七
頁
、
渡
辺
達
徳
「
民
法
五
四
一
条
に
よ
る
契
約

解
除
と
『
帰
責
事
由
』
（
一
）
（
二
）
」
商
学
討
究
四
四
巻
一
・
二
号
（
平
成
五
年
）
壬
二
九
頁
以
下
、
三
号
（
平
成
六
年
）
八
一
頁
以
下
、

　
山
田
到
史
子
「
契
約
解
除
に
お
け
る
『
重
大
な
契
約
違
反
』
と
帰
責
事
由
」
民
商
法
雑
誌
一
一
〇
巻
三
号
（
平
成
六
年
）
九
二
頁
、
後
藤

巻
則
「
契
約
解
除
の
存
在
意
義
」
比
較
法
学
二
八
巻
一
号
（
平
成
六
年
）
≡
二
・
二
四
頁
、
潮
見
・
前
出
注
（
2
）
二
六
五
頁
、
辰
巳
直

彦
「
契
約
解
除
と
帰
責
事
由
」
林
良
平
H
甲
斐
道
太
郎
編
・
谷
口
知
平
先
生
追
悼
論
文
集
・
第
二
巻
・
契
約
法
（
有
斐
閣
・
平
成
五
年
）

　
三
一
一
二
頁
以
下
。

（
2
8
）
　
星
野
教
授
は
、
「
従
来
は
、
右
（
受
領
遅
滞
）
の
効
果
全
般
に
通
ず
る
統
↓
的
な
要
件
を
議
論
し
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
主
観
的

　
要
件
に
つ
い
て
は
、
効
果
ご
と
に
分
け
て
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
（
星
野
・
前
出
注
（
2
）
一
三
六
頁
）
、
幾
代
博
士
も
、

　
「
ど
う
み
て
も
、
債
権
者
遅
滞
の
本
質
論
の
理
念
的
な
考
究
か
ら
演
繹
的
に
要
件
・
効
果
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
不
毛
な
行
き

方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（
幾
代
・
前
出
注
（
2
6
）
　
九
頁
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
危
険
移
転
効
果
に
つ
い
て
は
債
権
者
側
の

　
帰
責
性
を
と
も
に
要
件
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
達
教
授
は
、
「
受
領
遅
滞
の
際
に
債
権
者
が
不
利
益
を
負
担
す
る
た
め
の
要
件

　
と
し
て
、
論
理
必
然
的
に
債
権
者
に
故
意
・
過
失
を
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
説
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
危
険

　
の
移
転
効
果
に
関
し
て
は
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
不
要
と
さ
れ
て
い
る
（
前
出
注
（
2
）
八
八
頁
以
下
）
。
こ
う
し
た
方
法
を
是
認
す
る

　
も
の
と
し
て
、
山
田
卓
生
他
〔
鎌
田
薫
〕
分
析
と
展
開
・
民
法
H
〔
債
権
〕
（
弘
文
堂
・
平
成
二
年
）
二
六
頁
以
下
。
ま
た
、
債
務
不
履

　
行
責
任
説
の
近
時
の
論
者
に
は
、
危
険
移
転
効
果
を
提
供
の
効
果
に
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
側
の
帰
責
事
由
を
問
わ
な
い
主

　
張
も
見
出
さ
れ
る
。
前
田
・
前
出
注
（
2
）
二
七
一
頁
、
澤
井
・
前
出
注
（
2
）
八
四
・
八
五
お
よ
び
一
二
四
頁
、
同
・
前
出
注
（
14
）

　
二
］
○
頁
、
近
江
・
前
出
注
（
2
）
九
九
お
よ
び
三
三
二
頁
、
鈴
木
・
前
出
注
（
2
）
二
〇
三
・
二
〇
四
頁
、
平
野
・
前
出
注
（
2
）
八

　
九
頁
。
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四
　
結
　
び

　
以
上
の
よ
う
に
、
従
来
、
債
権
者
の
受
領
遅
滞
と
し
て
一
般
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
四
二
二
条
は
、
買
主
の
引
取
義
務
の
拡
張
規

定
で
あ
る
と
の
起
草
趣
旨
を
基
に
、
債
権
者
の
義
務
違
反
の
責
任
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
把
握
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
尤

も
、
こ
う
し
て
債
務
者
の
債
務
解
放
を
第
一
義
的
な
目
的
と
す
る
制
度
と
し
て
四
二
二
条
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
弁
済

の
提
供
の
効
果
と
い
う
受
領
遅
滞
制
度
と
の
関
係
か
ら
、
四
二
二
条
が
受
領
遅
滞
制
度
と
し
て
の
機
能
を
営
む
こ
と
は
否
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
（
1
〉

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
典
型
的
効
果
が
危
険
移
転
効
果
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
引
取
義
務
の
効
果
発
生
時
期
が
提
供
時

に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
四
二
二
条
に
含
め
ら
れ
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寧
ろ
、
そ
う
し
た
解
釈
で
こ
そ
、
起
草
者
が
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

済
の
提
供
の
効
果
に
危
険
の
移
転
効
果
を
関
連
づ
け
た
趣
旨
が
生
か
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
の
検
討
は
、
四
二
二
条
の
適
用
場
面
を
起
草
当
初
に
想
定
さ
れ
て
い
た
売
買
に
限
定
し
て
き
た
た
め
、
起
草
者
の
言
う
引
取

義
務
の
「
拡
張
」
の
趣
旨
に
ま
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
買
主
の
引
取
義
務
の
債
務
構
造
論
上
の
位
置
づ
け
、

お
よ
び
買
主
の
協
力
義
務
一
般
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
事
項
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
最
後
に
付
言
す
べ
き
こ
と
は
、
「
受
領
は
権
利
で
あ
っ
て
義
務
で
は
な
い
」
と
い
う
コ
ー
ラ
ー
の
テ
ー
ゼ
の
評
価
で
あ
る
。
か
つ

て
、
我
が
国
で
も
四
一
三
条
の
論
争
の
中
心
間
題
で
あ
っ
た
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、
債
権
者
一
般
に
受
領
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
困
難

と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
我
が
国
の
民
法
が
債
務
免
除
を
債
権
者
の
単
独
行
為
と
し
て
規
定
し
て
い
る
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
権
利

と
し
て
の
受
領
を
行
使
す
る
か
否
か
鳳
債
権
者
の
自
由
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
と
し
て
把
握
す
る
の
は
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駄
4
）
（
5
）

難
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
引
取
」
と
「
受
領
」
を
区
別
す
る
意
義
が
な
お
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
債
権
者
の

義
務
と
し
て
把
握
さ
れ
る
物
の
有
体
的
持
ち
去
り
お
よ
び
給
付
実
現
へ
の
協
力
行
為
と
し
て
の
「
引
取
」
は
、
債
権
者
の
権
利
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
の
給
付
の
債
務
（
契
約
）
適
合
性
を
承
認
す
る
「
受
領
」
と
は
明
確
に
峻
別
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
概
念
峻
別
を
前
提
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に
債
務
の
履
行
過
程
の
最
終
局
面
を
改
め
て
検
討
す
る
余
地
と
そ
の
意
義
が
見
出
さ
れ
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

民法四一三条と買主の引取遅滞制度との関係（二・完）

（
1
）
債
権
者
の
義
務
違
反
責
任
は
四
一
二
条
の
問
題
で
あ
り
、
四
二
二
条
を
そ
う
し
た
責
任
か
ら
区
別
し
て
解
釈
す
べ
き
と
の
主
張
が
あ

　
る
（
奥
富
晃
「
受
領
義
務
論
と
受
領
遅
滞
責
任
論
と
の
関
係
は
今
後
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
（
一
）
」
南
山
法
学
一
九
巻
三
号
（
平
成

七
年
）
三
四
頁
）
。
債
務
者
の
責
任
軽
減
制
度
と
し
て
の
受
領
遅
滞
制
度
と
債
務
解
放
制
度
と
し
て
の
引
取
遅
滞
制
度
と
は
明
ら
か
に
区

別
さ
れ
る
べ
き
制
度
論
で
は
あ
る
が
、
我
が
国
の
四
二
二
条
の
立
法
経
緯
と
四
九
二
条
と
の
関
係
か
ら
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
制
度
が
四
一

三
条
の
規
定
に
仮
託
さ
れ
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

（
2
）
　
起
草
委
員
三
人
の
見
解
が
価
値
判
断
と
し
て
共
通
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
第
三
章
注
（
1
3
）
を
参
照
。
起
草
委
員
の
価
値
判
断
に

’
関
す
る
見
解
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
と
な
る
の
は
、
富
井
博
士
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
受
領
は
権
利
で
あ
っ
て
義
務

　
で
は
な
い
」
こ
と
に
基
づ
い
た
法
定
責
任
と
し
て
四
二
二
条
を
解
釈
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
梅
博
士
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
義
務
違
反

　
に
基
づ
く
責
任
制
度
と
し
て
四
一
三
条
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
理
論
構
成
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
増
加
費
用
を
超
え
る
賠
償
を
認
め
る
根
拠
、
さ
ら
に
は
債
務
者
解
放
制
度
の
必
要
性
か
ら
す
れ
ば
四
一
三
条
を
義
務
違
反
に
基

　
づ
く
責
任
制
度
と
把
握
す
る
の
が
正
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
ド
イ
ツ
で
は
近
時
、
こ
の
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
受
領
遅
滞
制
度
の
説
明
が
維
持
さ
れ
る
一
方
で
、
損
害
賠
償
責
任
を
典
型
と
す
る
債
務

不
履
行
効
果
の
基
礎
と
な
る
債
務
（
○
巨
骨
象
δ
口
）
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
（
不
真
性
）
義
務
（
O
巨
凶
畠
2
冨
ご
を
前
提
に
、
債
権
者

　
の
義
務
違
反
の
制
裁
と
し
て
受
領
遅
滞
を
把
握
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
、
受
領
遅
滞
を
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。
「
債
務
者
は
、
彼
の
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
債
権
者
が
彼
に
給
付
の
際
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
（
O
巨
8
鷺
且
①
）
を
行
う
点
に
利
益
を
有
す
る
た
め
、
債
権
者
の
必
要
な
あ
る
い
は
契
約
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
協
力
は
、
何
ら
法

的
義
務
（
寄
9
富
覧
ぎ
窪
）
で
は
な
い
に
せ
よ
、
債
権
者
の
（
不
真
性
な
）
法
的
義
務
（
O
窪
畠
窪
ぎ
δ
で
あ
り
、
そ
の
不
履
行
は

彼
に
と
っ
て
法
的
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
」
（
閑
貰
一
［
夷
豊
ド
需
ぼ
ど
9
号
ω
oo
3
三
葺
9
耳
9
ω
α
。
一
置
＞
覧
r

一
〇
〇
。
8
冨
薗
糞
冨
P
ψ
ω
o
。
ε
。
同
様
に
、
＝
き
ω
↓
冨
＆
自
ω
O
爵
自
く
≦
o
一
凝
讐
磯
Oo
臣
認
胃
＼
＝
震
幕
辞
≦
田
臣
ζ
夷
7
甲
O
山
；
旨

　
＞
三
r
這
O
ρ
ω
9
簿
淫
詳
＼
ω
震
一
ぎ
＼
囚
9
P
く
g
励
8
僧
勾
α
Z
『
」
8
ω
」
＝
一
堕
勾
①
ぎ
ぎ
匡
↓
＝
O
o
㌍
蜜
山
ま
箒
コ
巽
国
o
ヨ
ヨ
①
三
霞

竪
ヨ
ω
b
。
ω
こ
ω
F
N
る
＞
亀
一
。
」
8
♪
ζ
偉
コ
o
ぽ
P
吻
旨
脚
勾
α
Z
『
ト
ψ
塗
9
こ
の
義
務
に
関
し
て
は
、
勾
の
凶
ヨ
角
ω
e
呂
O
プ
U
貯

〇
三
一
藷
窪
箒
賞
閑
震
一
ω
旨
箒
曽
お
認
し
お
σ
ω
」
＆
壁
か
つ
て
ブ
フ
カ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
我
が
国
で
も
学
説
で
採
用
さ
れ
た
「
間
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接
義
務
」
が
一
般
的
な
形
で
定
型
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
間
接
義
務
に
つ
い
て
は
、
O
R
冨
巳
＜
9
ω
9
寓
囚
ン
9
Φ
一
昌
9
8
辟
o
く
段
－

　
O
臣
3
ε
口
騎
N
ξ
一
Φ
一
ω
ε
昌
堕
冨
昼
巴
堕
お
9
る
犠
い
以
上
に
関
し
て
は
、
生
田
敏
康
「
ド
イ
ッ
法
に
お
け
る
オ
プ
リ
ー
ゲ
ン
ハ
イ
ト
に

　
つ
い
て
1
民
法
を
中
心
に
ー
」
早
稲
田
法
学
会
誌
四
一
巻
（
平
成
三
年
と
頁
以
下
に
詳
し
い
。
な
お
、
こ
の
（
不
真
性
）
義
務
（
○
ヴ

　
一
一
畠
窪
ぽ
5
概
念
に
よ
っ
て
受
領
遅
滞
制
度
が
説
明
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
従
来
の
受
領
遅
滞
制
度
の
解
釈
論
に
何
ら
の
変

　
更
を
迫
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、
C
薫
o
コ
宥
圏
菌
ピ
虫
の
ε
轟
霧
ま
毎
漏
9
α
弩
9
2
ぎ
び
蒔
①
浮
き
α
色
P
浮
島
P

　
一
零
ρ
ω
●
一
線
。

（
4
）
　
こ
の
問
題
は
、
単
に
受
領
遅
滞
制
度
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
解
釈
論
に
お
い
て
意
義
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
契
約
で

　
設
定
さ
れ
る
債
権
・
債
務
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
と
い
う
債
権
法
上
の
根
本
的
な
理
解
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
ド

　
イ
ツ
で
も
我
が
国
で
も
、
コ
ー
ラ
ー
の
テ
ー
ゼ
以
来
、
債
権
者
と
債
務
者
の
権
利
と
義
務
の
対
応
関
係
を
中
心
的
な
視
座
に
設
定
す
る
こ

　
と
を
起
点
と
す
る
理
解
が
主
流
で
あ
っ
て
、
債
権
・
債
務
関
係
を
「
小
宇
宙
」
に
み
た
て
て
協
力
関
係
と
し
て
把
握
す
る
理
解
は
排
斥
さ

　
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
寧
ろ
後
者
の
理
解
が
主
流
で
あ
り
、
今
日
の
多
様
な
義
務
関
係
の
理
解
の
基
礎
を
形
作
っ
て
い
る

　
事
実
は
看
過
さ
れ
得
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
＝
⇔
鵠
男
る
●
鉾
ρ
あ
●
＄
勢
お
宍
）
一
〇
〇
陣
h
第
二
章
注
（
1
6
）
参
照
。
し
か
し
、

我
が
国
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
我
妻
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
共
同
体
理
論
」
は
支
持
し
が
た
い
。
債
権
者
・
債
務
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　
個
別
の
利
益
を
追
求
す
る
目
的
で
、
そ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
手
段
と
し
て
一
定
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
合
意
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、

債
権
・
債
務
関
係
の
基
礎
は
両
当
事
者
の
利
益
の
対
立
と
緊
張
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
権
利
と
し
て
の
受
領
と

義
務
と
し
て
の
引
取
の
区
別
が
解
釈
論
の
基
礎
と
し
て
な
お
今
日
で
も
意
義
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
。

（
5
）
　
我
が
国
で
は
「
受
領
」
と
「
引
取
」
の
概
念
峻
別
は
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
折
衷
説
を
主
張
さ
れ
る
奥
田
教

授
が
「
受
領
」
概
念
を
引
取
以
外
の
債
権
者
の
協
力
行
為
と
し
て
、
か
つ
て
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
広
く
定
義
さ
れ

　
る
こ
と
に
も
、
そ
の
事
実
は
伺
わ
れ
る
（
奥
田
昌
道
・
注
釈
民
法
（
1
0
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
六
三
年
）
二
四
六
頁
）
。
そ
う
し
た
趨
勢
の
中

　
で
遠
田
教
授
が
両
概
念
の
峻
別
を
提
唱
さ
れ
る
の
は
意
欲
的
な
試
み
で
あ
ろ
う
（
遠
田
「
弁
済
の
提
供
と
受
領
遅
滞
序
説
」
谷
口
知
平
先

生
追
悼
論
文
集
2
契
約
法
（
信
山
社
・
平
成
五
年
）
一
八
八
頁
以
下
）
。
ま
た
、
田
山
教
授
も
、
「
受
領
」
を
「
給
付
と
し
て
認
容
し
て
受

　
け
取
る
と
い
う
意
味
」
で
理
解
し
て
、
「
給
付
が
本
旨
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
た
め
に
一
応
受
け
取
る
と
い
う
意

味
」
で
の
「
引
取
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
（
田
山
輝
明
・
契
約
法
（
成
文
堂
・
平
成
七
年
）
）
二
二
八
頁
）
。

（
6
）
　
「
受
領
」
概
念
に
つ
い
て
筆
者
は
、
現
在
ま
で
蝦
疵
担
保
責
任
と
の
関
係
で
検
討
し
て
き
た
（
拙
稿
「
『
受
領
』
概
念
の
機
能
的
考
察
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1
商
法
五
二
六
条
の
機
能
分
析
を
契
機
に
　
　
」
法
学
研
究
六
九
巻
一
号
（
平
成
八
年
）
二
一
二
九
頁
以
下
、
拙
稿
「
売
主
暇
疵
担
保
責

任
と
危
険
負
担
と
の
関
係
　
　
種
類
債
務
の
合
意
に
よ
る
特
定
を
契
機
と
し
て
　
　
（
一
）
（
二
）
（
三
）
（
四
）
」
法
学
研
究
六
九
巻
五
号

（
平
成
八
年
）
三
九
頁
以
下
、
六
号
二
九
頁
以
下
、
八
号
一
九
頁
以
下
、
九
号
一
二
頁
以
下
）
。
そ
こ
で
は
、
買
主
が
給
付
の
債
務
（
契

約
）
適
合
性
を
承
認
す
る
こ
と
で
債
務
の
特
定
が
生
じ
、
た
ま
た
ま
そ
の
際
に
買
主
に
と
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
隠
れ
た
暇
疵

が
あ
れ
ば
暇
疵
担
保
責
任
が
買
主
の
救
済
策
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
我
が
国
の
民
法
理
論
に
お
い
て
も

「
受
領
」
概
念
は
実
践
的
な
解
釈
論
上
の
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

民法四一三条と買主の引取遅滞制度との関係（二・完）
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